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（表-１）ごみ量の比較
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次
に
雑
紙
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す
が
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な
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に
シ
ー
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指
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以
外
で
の
排
出
。

ご
み
の
有
料
化
か
ら
２
ヵ
月
が

た
ち
ま
し
た
。
有
料
化
が
ス
タ
ー

ト
し
て
１
ヵ
月
の
ご
み
量
は
昨
年

の
４
月
と
比
較
し
て
大
幅
に
少
な

く
な
り
、
逆
に
紙
類
や
缶
類
、
ペ

ッ
ト
ボ
ト
ル
な
ど
資
源
物
は
増
加

し
て
い
ま
す
。
こ
の
よ
う
に
有
料

化
後
、
ご
み
の
量
が
少
な
く
な
っ

た
原
因
は
、
町
民
の
み
な
さ
ん
の

徹
底
し
た
分
別
の
た
ま
も
の
で

す
。（
表
１
参
照
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ご
み
の
有
料
化
は
、
お
お
む
ね
、

順
調
に
進
ん
で
お
り
ま
す
が
、
一

部
に
ご
み
の
出
し
方
の
ル
ー
ル
を

守
ら
な
い
ケ
ー
ス
が
あ
り
、
現
場

で
は
処
理
に
困
っ
て
い
ま
す
。

現
場
で
一
番
多
い
問
題
は
、
指

定
ご
み
袋
以
外
で
搬
出
す
る
人
が

い
る
こ
と
。
ほ
ん
の
一
部
の
マ
ナ

ー
を
守
ら
な
い
町
民
が
指
定
袋
以

外
で
出
し
て
い
ま
す
。

資
源
物
の
量
が
増
え
て
い
ま
す

が
、
残
念
な
が
ら
分
別
の
不
徹
底

も
増
え
ま
し
た
。
そ
の
た
め
、
リ

サ
イ
ク
ル
セ
ン
タ
ー
で
の
処
理
作

業
が
増
え
て
い
る
上
に
、
せ
っ
か

ち
ょ
っ
と
手
を
か
け
正
し
い

分
別
を
。

レ
シ
ー
ト
は
一
般
ご
み
で
。

粗
大
ご
み
を
自
己
搬
入
す
る

場
合
も
必
ず
シ
ー
ル
を
。

年　度 平成17年
4 月

平成18年
4 月

（表-２）正しい分別にご協力下さい。
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ペットボトル

プ ラ ス チ
ッ ク 製 の
容 器 包 装

紙　類

資源物の種類 事　　　例 改　　善　　方　　法
飲み残しが入っている

キャップがついたまま

弁当･惣菜容器などが汚れたまま
入っている
歯ブラシやプラスチックスプーンなど容器
包装以外のものが混じっている

新聞･チラシ類の中にのり止め雑誌が混じ
っている

雑誌の中に鼻をかんだティッシュが混じ
っている

内容物はすべて出し切る
キャップは必ず外す。キャップは｢プラスチ
ック製の容器包装｣
汚れは洗い落とす。汚れが付いたままのも
のは｢一般ごみ｣
素材がプラスチックでも、そのものが容器
包装ではなく製品の場合は｢一般ごみ｣
ホチキス止め雑誌は｢新聞･チラシ類｣、のり
止め雑誌は｢雑誌類｣。｢新聞･チラシ類｣と｢雑
誌類｣は分けてしばる
鼻をかんだティッシュなど汚れた紙は｢一般
ごみ｣

１.車両の使用者などを対象とした放置違反金の制度が導入され
ます。
・放置駐車違反を行った運転手の責任が追及できない場合には、その車

両の使用者（通常は車検の使用者欄に記載されている者）に対して違
反金の納付が命令されます。

２.放置違反金を納付しないと車検拒否、滞納処分の制度が導入されます。
・放置違反金を滞納して公安委員会から督促を受けた者は、車検手続きが完了できなく

なります。また、滞納処分による強制徴収の対象となります。

３.悪質・危険、迷惑性の高い違反に重点を置き、短時間の放置駐車
違反も取締りの対象になります。
・放置駐車違反の車両については、駐車時間の長短にかかわらず、確認標章を取

り付けることとし、安全で円滑な交通の実現を図ります。また、放置車両の確
認事務を民間に委託することとなり、駐車監視員による放置車両の確認と確認
標章の取り付け作業が行われます。（平成1 8年度は札幌市内９警察署で実施され
ます。平成19年度以降は、都市部を中心に拡大する予定です。）

４.放置違反金納付命令を繰り返し受けた場合は車両の使用期限が命令されます。
・車両の使用者が、同一車両で放置違反金納付命令を繰り返し受けた場合は一定期間（３カ月を超え

ない期間）車両の使用期限が命令されます。

『『違違法法駐駐車車のの取取締締りりがが変変わわりりまますす。。』』

203,730㎏


